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条 例 （案） の 概 要 

 

警察本部 

条例の名称 茨城県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例【一部改正】 

１ 制定（改正） 

 の理由・根拠 

警察法施行令の一部改正に伴うもの 

２ 制定（改正） 

 の目的 

警察官が増員されるため、警察官の定員を改め、適正な組織運

営に資する。 

３ 背景・必要性 (1)  地方警察官の定員は、「政令で定める基準に従い条例で定

める」（警察法第 57 条第２項）こととされ、都道府県警察ご

との定員の基準及び階級別定員の基準が、それぞれ警察法施

行令で規定されている。 

(2)  この度、警察庁において、全国の地方警察官合計 475 人の

増員を盛り込んだ令和８年度予算政府案が閣議決定される

とともに、警察法施行令で定める本県警察官の定員基準が 10

人増員されることとなったため、本条例についてもこれに合

わせて改正するもの 

４ 内 容  警察職員の定員を次のように改める。 
 

区 分 現行 

（人） 

改正案

（人） 

増員数 

（人） 

警察官 警視 146 146  － 

警部 317 317  － 

警部補及び巡査部長 2,863 2,869 ＋６ 

巡査 1,500 1,504 ＋４ 

小計 4,826 4,836 ＋10 

その他の職員 581 581 － 

合計 5,407 5,417 ＋10 
 

５ 効果・影響 本改正により、本県警察官を増員することで、サイバー空間に

おける対処能力の強化や匿名・流動型犯罪グループに対する戦略

的な取締りの強化など、直面する治安課題に的確に対応するため

の組織運営を図っていくことが期待される。 

６ 施行日  令和８年４月１日 

 

-3-



１ 刑法犯認知件数

３ 住宅侵入窃盗認知件数

４ 自動車盗認知件数

-1,821件
（-8.6%）

○ 県民の生活を犯罪から守るための取組

※重要犯罪：殺人・強盗・放火・不同意性交・不同意わいせつ・略取誘拐・人身売買

治安概況

２ 重要犯罪認知件数及び検挙率

令和８年３月 1 3 日※統計には暫定値が含まれます。

○ 盗難車両の処分先であるヤードへの立入検査や行政処分を推進
○ 強固なハンドルロックやタイヤロックの活用など複数の防犯対策を呼び掛け
○ 高級SUVを対象に自動車盗を敢行していた被疑者３名を検挙（R8.2）

○ 県民に防犯対策等を直接働き掛ける「巡回連絡を活用した犯罪へのディフェンス力強化対策」を推進し、約56万世帯に実施
○ 県警察の防犯アプリ「いばらきポリス」（令和７年12月現在のダウンロード数約25万件）を活用し、タイムリーに情報発信
○ 地域実態に応じて、増加している犯罪に的を絞ったパトロール活動や検挙活動等、犯罪の総量抑制対策を推進

○ 令和７年中の検挙率は98％で、全国値（86％）よりも高水準
○ 令和７年12月に水戸市加倉井町地内で発生した殺人事件について、鑑識や防犯カメラ解析等により被疑者を検挙（R8.１）

○ 県南・県西地域を中心に、夜間家人等の就寝時に侵入する手口（忍込み）による被害が増加
○ 住宅の常時施錠の習慣化、防犯フィルムの貼付や補助錠の取付け等による窓ガラスの強化を呼び掛け
○ 県西地域の一般住宅を対象に空き巣を敢行していた被疑者を検挙（R8.2）

-12件
（-4.8%）

+271件
（+27.3%）

-27件
（-4.8%）
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治安概況

５ 金属盗認知件数 発生場所内訳(令和７年中)

６ 特殊詐欺認知件数及び被害額

８ インターネットバンキングに係る不正送金事犯の認知件数及び被害額

○ 多様化する脅威への対策

○ 総合的な交通安全対策

○ １件当たりの被害額が1,000万円を超える警察官騙りのオレオレ詐欺が多発し、被害総額を押し上げ
○ 茨城県企業防衛対策協議会と特殊詐欺等の被害防止に関する協定を締結（R8.2）
○ SNS型投資ロマンス詐欺による犯罪収益を収受した被疑者２名を組織犯罪処罰法違反で検挙（R８.1）

○ 「光って 照らして Letʼs do it」、ハンドサイン運動、横断歩行者妨害の取締り等の歩行者事故防止対策を推進
○ 安全運転サポート車の普及啓発、運転免許の自主返納制度の周知等の高齢運転者の交通事故防止対策を推進
○ 自転車も含めた飲酒運転に対する厳正な取締りを推進し、Ｒ7年中981件（前年比＋139件）を検挙

令和８ 年３月 1 3 日

+114件
（+約6億9,860万円）

○ 茨城県特定金属類取扱業に関する条例が全部改正され、取引時の身分確認等が厳格化（R7.4）
○ 金属買取業者への立入検査や行政処分、緊急配備支援システムを活用した検挙対策を推進
○ 県南地域で金属ケーブルを対象に窃盗を敢行していた被疑者２名を窃盗及び金属盗対策法違反で検挙（R8.2）

７ 人身交通事故件数等

SNS型投資・ﾛﾏﾝｽ詐欺の認知件数及び被害額

○ 金融機関を装ったメールを送り付けて偽のホームページに誘導し、ID・パスワード等を不正に入手する手口が増加
○ 金融機関と連携した広報啓発、認証機能及び送金チェック機能の強化等のフィッシング対策を推進
○ フィッシング対策サービス提供企業と連携してフィッシングを早期検知し、被害拡大前に県民及び企業に注意を喚起

-1,862件
（-51.3%）

○人身事故件数
+157件

（+2.6%）
○死者数

-12人
（-12.8%）

+9件
（+約5,410万円）

+136件
（+約8億420万円）
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令和８年度茨城県警察組織改編の概要

安全安心を実感できる「いばらき」の確立に向けて、県内の治安情勢に的確に
対応しつつ、犯罪や交通事故の総量抑制を推進するための組織体制を構築する。

基本方針

１ 匿名・流動型犯罪グループに対する戦略的取締りの強化

２ サイバー事案への対処能力の強化

３ 犯罪・交通事故の総量抑制対策の強化

(1) 多発犯罪の抑止や自動車・金属を取り扱うヤードの実態解明を
推進するため、生活安全部生活安全総務課に犯罪抑止対策係及び
ヤード対策係を新設

４ 業務の合理化・効率化の推進
ＩＴに関する知見・技能等を活用した業務の合理化・効率化や情

報システムの合理化・高度化等を一層推進するため、警務部情報管
理課を情報技術推進課に改組

(2) 犯罪収益の剥奪を推進するため、刑事部組織犯罪対策第一課に
犯罪収益対策係を新設

専門的な知識・技術が必要となるサイバー事案に的確に対処する
ため、生活安全部サイバー捜査課の捜査体制を拡充

(2) ドローンを活用して犯罪企図者の早期発見・確保等を推進する
ため、刑事部機動捜査支援課にドローン支援係を新設

(3) 自転車への交通反則通告制度の導入等に伴う安全教育や指導取
締り等の総合対策を推進するため、交通部交通総務課に自転車・
小型モビリティ対策係を新設

(1) 匿名・流動型犯罪グループに対する戦略的取締りを一元的に推
進するため、刑事部組織犯罪対策第一課のニセ電話詐欺対策室を
匿名・流動型犯罪グループ対策室に改組するとともに、捜査体制
を拡充

令和８年３月 1 3 日
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○ 令和８年度警察費当初予算案の概要について

１ 予算額

（単位：千円）

※ 人 件 費～職員給与費、退職手当、会計年度任用職員雇用費等

一般行政費～活動経費、庁舎等維持管理費、その他の諸費

投資的経費～交通安全施設整備費、警察施設整備費等

人件費

55,106

(76.8%)

一般行政費

9,766

(13.6%)

投資的経費

6,918

(9.6%) （単位：百万円）

令和８年度警察費内訳

令和８年度警察費当初予算は、717億9,010万９千円で、前年度と比較す

ると42億9,385万７千円（6.4％)の増となっており、その主な要因は、職

員給与費等の人件費が27億4,103万２千円（5.2％増 、古河警察署建設工）

事費等の物件費が15億5,282万５千円（10.3％増）となっています。

また、内訳は、職員給与費等の人件費が76.8％を占め、次いで活動経費

等の一般行政費が13.6％、交通安全施設整備費等の投資的経費が9.6％と

なっています。

増減率

警察費 71,790,109 67,496,252 4,293,857 6.4%

県予算 1,359,923,773 1,263,693,626 96,230,147 7.6%

令和８年度 令和７年度区　分 増減額
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２ 主な事業

本県の刑法犯認知件数は前年に比べて減少しましたが、依然として、匿名・

流動型犯罪グループ等の犯罪集団・組織が特殊詐欺等に関与し、県民に大きな

被害を与えているほか、住宅侵入窃盗・自動車盗・金属盗が全国の中でも高い

水準で発生しております。また、交通事故については、死者に占める高齢者の

割合が約６割と高い上、飲酒運転、妨害運転、暴走行為等を行う悪質・危険な

運転者も後を絶たない状況にあります。

こうした情勢を踏まえ、令和８年度当初予算では、多発する住宅侵入窃盗・

自動車盗・金属盗の抑止及び検挙をはじめとする犯罪総量抑制対策の強化等、

県民の生活を犯罪から守るための取組のほか、子供や高齢者をはじめとする道

路利用者の安全の確保等の総合的な交通安全対策に重点を置き編成しました。

新:新規事業、拡:拡充事業、犯:犯罪総量抑制対策強化関連事業(1) 治安対策の強化

【 】ア 自動車盗対策事業費 予算額：529,537千円
◆ 事業内容：自動車盗をはじめとする重要窃盗犯や重要犯罪の捜査に有効な緊
急配備支援システムの整備等

○ 緊急配備支援システム50基の更新
○ ヤード対策用カメラ15台のリース経費
○ よう撃捜査支援装置30台の運用管理
犯 捜査用ウェブカメラ57台の増強
犯 緊急配備支援システム（可搬型）25基の増強

【 】イ 安全安心まちづくり推進事業費 予算額：38,387千円
◆ 事業内容：防犯アプリ等を活用した情報発信による犯罪被害防止及び特殊詐
欺等の検挙活動の強化

〇 防犯アプリ等を活用した情報発信
○ 捜査支援用カメラ等特殊詐欺対策用資機材のリース経費

（ ） 【 】ウ 会計年度任用職員雇用費 ヤード警戒員 予算額：44,309千円

◆ 事業内容：自動車・金属を扱うヤードの実態解明

犯 ヤード警戒員（会計年度任用職員）10名増員及び車両５台のリース経費

【 】エ 捜査活動強化費 予算額：227,329千円

◆ 事業内容：捜査活動強化のための資機材整備

○ ＩＢＢＮを活用した捜査用ネットワークの運用

○ 取調べ録音・録画装置の更新

犯 捜査用ドローン２機の整備

犯 デジタル鑑識資機材（アプリ解析機）１式の整備

新 刑事手続ＩＴ化に伴い必要となる機材等の整備（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ・取調室LAN工事）

新 預貯金照会システムの整備

オ 科学捜査推進費 【予算額：26,026千円】

◆ 事業内容：鑑識活動及び鑑定活動に使用する資機材整備

拡 ガスクロマトグラフ質量分析装置１台の追加整備
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【 】カ 警察署等建設整備費 予算額：3,631,864千円
◆ 事業内容：警察署の建て替え
○ 古河警察署 令和８年度事業計画：建設工事（３か年工事３年次）

（R4：基本設計、R5：実施設計、R6～R8：建設工事、R9:供用開始）
○ 石岡警察署 令和８年度事業計画：用地発掘調査、実施設計

（R6～R7：基本設計、R8：実施設計、R9～R11：建設工事、R11:供用開始）

【 】キ 交番・駐在所等建設整備費 予算額：11,687千円
◆ 事業内容：地区交番の建て替え（設計）
○ 令和８年度事業計画：地区交番１所(利根地区交番)の実施設計

ク 警察施設改修費 【予算額：165,568千円】

◆ 事業内容：警察施設の長寿命化を踏まえた計画的な改修

○ 令和８年度事業計画

・ 警察署長寿命化工事設計委託（牛久署・結城署）

・ 一般施設修繕

ケ 警察車両整備費 【予算額：126,609千円】
◆ 事業内容：警察機動力を確保するための警察車両の計画的な整備
○ 令和８年度更新整備計画
・ パトカー等四輪車 34台（うちPHEV車3台）

・ 原動機付自転車 11台

計 45台

コ 通信指令システム運営費 【予算額：508,853千円】
◆ 事業内容：110番通報や重要事案に迅速・的確に対応するための通信指令
システムの運営費

〇 通信指令システム機器のリース料及び通信回線料

〇 警察施設代表電話への音声ガイダンスの導入

【 】サ サイバー犯罪対策費 予算額：16,425千円

◆ 事業内容：サイバー犯罪捜査資機材の整備

〇 高性能解析用パソコンのリース経費

○ パソコン及び周辺機器の購入費、ソフトウェアライセンス料

【 】シ 外国人犯罪対策費 予算額：20,762千円

◆ 事業内容：不法滞在・不法就労の情報収集・取締りの強化

○ 民間通訳人旅費

犯 不法滞在・不法就労情報提供に係る広告（YouTube・新聞）

【 】ス 警察情報化推進費 予算額：1,595,648千円

◆ 事業内容：警察業務の合理化・高度化のための警察情報システムの運営費

〇 業務の合理化・高度化に向けたＩＴ環境の整備

○ 警察情報管理システムの維持管理（運転免許管理システム等計50業務）

新 生成ＡＩを用いた情報システムの整備
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(2) 交通安全対策の推進

【 】ア 交通安全施設整備費 予算額：2,624,359千円
◆ 事業内容：交通事故を防止するとともに交通事故死者数を減少させるための
交通安全施設の重点的・効果的な整備

○ 令和８年度事業計画
・ 信号機新設 30基
・ 信号制御機更新 295基
・ 信号灯器ＬＥＤ化 445式
・ 道路標識、道路標示

イ 交通指導取締強化費 【予算額：62,348千円】

◆ 事業内容：飲酒運転取締資機材の整備等

○ 交通指導取締り・事故処理用消耗品費、機器点検・修繕料

拡 印字式アルコール測定器30台の整備

ウ 自動車運転免許事務費 【予算額：965,846千円】

◆ 事業内容：運転免許試験・更新等の適正な実施と県民の利便性向上に向けた取組

○ 運転免許センターエレベーター設置改修工事

拡 警察署等の運転免許更新手続の予約制導入に係るシステム改修

新 運転免許センター機械警備導入経費

【 】エ 自動車運転免許講習費 予算額：426,198千円

◆ 事業内容：交通情勢や安全運転の知識等を習得させる講習及び悪質な運転者

等の危険性を改善させるための講習の実施、外国人が運転免許を取得しやすい

環境の整備

（会計年度任用職員４名）○ 外国運転免許切替申請者滞留解消のための体制強化

（会計年度任用職員１名増員）拡 外国運転免許切替（特例国）の県南受付への対応
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犯罪の総量を抑制し、安心して暮らせる社会づくりを促進するため、ヤード警戒員や捜
査関係資機材を導入し、抑止と検挙の両面による対策を強力に推進します。

犯罪総量抑制対策強化関連事業（新規）

【Ｒ8当初予算額 121百万円】 警察本部警務部警務課（029-301-0110 内線2651）

ヤード警戒員

44百万円

  自動車・金属を取り扱うヤード
の実態解明・立入検査等を実施
するための人員の確保（10名）

捜査用ドローン

10百万円

  金属盗捜査、農作物盗難対策、
行方不明者捜索等に活用するた
めのドローンの整備（２基）

捜査用ウェブカメラ

20百万円

  主に自動車盗捜査での被疑者や
使用車両の特定・行動確認等に
活用するためのカメラの配備
（57台）

緊急配備支援システム

24百万円

  広域化・スピード化する犯罪の
早期検挙に活用するためのシス
テムの整備（25基）

デジタル鑑識資機材

23百万円

 特殊詐欺等で悪用される匿名ア
プリを解析するための資機材の
整備
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令和７年度警察費補正予算案の概要について○

１ 補正予算額

（単位：千円）

区 分 補正前の額 補 正 額 最終予算額

警 察 費 69,007,737 △21,058 68,986,679

２ 補正内訳

（単位：千円）

項 目 補 正 額 主 な 内 容

警察費 △21,058

警察管理費 △38,635

許可事務委託料等の執行残公安委員会費 △4,830

職員手当等の執行残警察本部費 △163,898

警察署等庁舎照明改修工事分警察施設費 176,116

運転免許講習委託料等の執行残運転免許費 △45,837

恩給費の執行残恩給及び退職年金費 △186

警察活動費 17,577

被留置者食料費等の不足分一般活動費 54,620

使用料等の執行残装備費 △36,802

通訳謝金等の不足分刑事警察費 16,206

交通指導取締費 △16,447 工事請負費等の執行残
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（警察本部） 令和７年度県出資法人等経営評価結果 （令和６年度決算ベース）

法　　人　　名

＜評 価 区 分＞

所　　管　　課

基本財産 県出資額 県出資比率

148,071千円 30,000千円 20.3％

前期正味
財産増減額

当期正味
財産増減額

正味財産
期末残高

△2,524千円 △320千円 154,532千円

＜概ね良好＞ 資産 負債 正味財産

生活安全総務課 166,784千円 12,252千円 154,532千円

番
号

決　算　状　況　等 総 合 的 所 見 等

1

(公財)茨城県防犯
協会

出
資

資
産

決
算

住宅侵入窃盗や自動車盗、特殊詐欺といった県
民に身近な犯罪の被害を防止し、県民の治安に対
する不安を払拭するため、犯罪被害が発生する原
因や課題を分析し、具体的かつ効果的な被害防止
対策を推進するとともに、防犯思想の普及・高揚
に努め、犯罪の起きにくい社会づくりを推進する
よう指導していく。

また、安定した財産運営を行っていくため、賛
助会員の新規獲得による財政基盤の強化及び経営
状況の分析による経費削減を図り、効率的な法人
運営に努めるよう指導していく。

左 に 係 る 対 応

本県の刑法犯認知件数は、令和４年から増加に
転じ、令和６年は２１，０９４件(前年比７パー
セント増)となった。犯罪率(人口１０万人当たり
の認知件数)においては、自動車盗は全国第１
位、住宅侵入窃盗は全国第２位となっており、ニ
セ電話詐欺の被害額も増加している。

令和６年度からは、防犯思想の普及啓発活動に
加えて、万引き事案の発生抑止事業を実施してい
るが、県民の治安に対する不安を払拭し、犯罪の
起きにくい社会づくりを推進するためには、地域
の防犯力強化への取組みが重要であることから、
引き続き関係機関等と連携して、犯罪被害が発生
する原因や課題を分析し、より効果的な啓発活動
に努められたい。

また、令和６年度の当期経常増減額は△３２０
千円（前期比２，２０４千円増）と、前期よりも
赤字額が縮小したものの、３期連続の赤字となっ
ている。令和７年度から自転車等防犯登録事業に
ついて登録手数料の見直しを行い収益の改善を見
込んでいるが、事業費の精査による経費削減と効
率的な法人運営について一層努めるとともに、賛
助会員の拡充による財政基盤の強化を図られた
い。
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令 和 ８ 年 ３ 月
生 活 安 全 部

【防犯推進委員会】

【合同パトロール・防犯診断】

(４) 運用内容
ア 街頭防犯カメラ設置（令和５年度設置完了、自治会で一部費用を負担）

各地区に街頭防犯カメラ5台を設置することで犯罪の抑止効果を図る。

補助台数︓ １地区５台 合計30台

補助金︓ 自治体に対し、設置費用の２分の１を補助 上限150万円（30万円×５台）

自治会︓ 設置費用の１割（上限６万円／１台）負担

イ 防犯プレートの掲出（令和５年度掲出完了）

各地区内に「防犯カメラ設置推進モデル地区」プレート300枚を掲出し、地域の一体感、警戒

心を生み出すことで、犯罪者が犯罪を敢行しづらい環境を構築する。

ウ 防犯推進委員会の開催

自治会、防犯ボランティア、市町村、警察が集い、犯罪情勢や今後の

活動計画等について意見交換し、防犯意識を醸成する。

エ 合同パトロール等の実施

自治会、防犯ボランティア、市町村、警察が合同で、 地区内の防犯パトロール・防犯診断を

実施し、活動の活性化を推進する

(１) 事業期間
令和５年４月１日〜令和８年３月31日（3年間）

(２) モデル地区
ア 東海村豊白 イ 境町（字なし） ウ 龍ケ崎市南が丘 エ 牛久市牛久町

オ 守谷市久保ケ丘 カ つくば市北条
(３) 内容

住宅侵入窃盗の犯罪率（Ｈ29〜Ｒ４,９）が高い地域（「大字」単位）から、モデル地区
６地区を選定し、３カ年計画で集中的な抑止対策を推進する。

茨城県警察住宅侵入窃盗等抑止対策実証実験事業について（令和７年末） 結果茨城県警察住宅侵入窃盗等抑止対策実証実験事業について（令和７年末） 結果

１ 事業概要 ３ アンケート結果

アンケートにおいて、居住地域が安全で安心し
て暮らせる地域と思っている人、治安が3年間
で良くなったと感じている人は、わずかながら
増加し、自主防犯活動の活発性は、ほぼ横ばい
であった。また、地域が安全安心と思うための
必要な要件として、地域住民による自主防犯活
動が事業開始後微増しており、住民の自主防犯
活動への関心が高まったものと考えられる。

あなたは、現在、お住まいの地域が安全で安心して暮らせる地域だと思いますか
23%

52%
9%

14%2%
27%

56%

10% 6%
1% そう思う

どちらかといえばそう思う
わからない
どちらかといえばそう思わない
そう思わない

○居住地域が安全安心して暮らせる地域と思う人
（どちらかといえばそう思う含む）が、事業開始
初期は75％、事業終了前は83％と8％増加
○そうは思わない人（どちらかといえばそう思わ
ない含む）が、事業開始初期は16％、事業終了前
は7 ％と9 ％減少

あなたは、ここ３年間でお住まいの地域の治安がよくなったと思いますか。それとも、悪くなったと思いますか。

5%
15%

58%

20%
2%

回答
344人

8%
18%

55%

17%
2%

よくなった
どちらかといえばよくなった
わからない
どちらかといえば悪くなった
悪くなった

○居住地域の治安が3年間で良くなったと思う人
（どちらかといえばそう思う含む）が、事業開始
初期は20％、事業終了前は26％と6％増加
○悪くなったと思う人（どちらかといえば悪く
なったと思う含む）が、事業開始初期は22％、事
業終了前は19％と3％減少

あなたの地域では、地域住民による自主防犯活動が、活発に行われていると思いますか。

10%

43%
28%

13% 6%
14%

38%
28%

13%
7%

そう思う
どちらかといえばそう思う
わからない
どちらかといえばそう思わない
そう思わない

○地域住民による自主防犯活動が活発か︖につい
ては、そう思う（どちらかといえばそう思う含
む）が、開始初期53％、終了前 52％、－1％と
横ばい。

あなたが、治安に関連して、お住まいの地域が安全・安心だと思うために最も必要な要件は何ですか。この中から
３つあげてください。（３つ回答）

197
95

224
78

31
54
60

54
48

39
23
21

43
24

警察官によるパトロールや巡回連絡

地域住民による自主防犯活動

街頭防犯カメラ、防犯灯などの防犯設備の充実

地域社会の連帯意識、規範意識（モラル）が高い

交通事故が少ないこと

悪質な訪問販売などの業者が訪問して来ないこと

窃盗犯罪などが起きないこと

殺人・強盗など凶悪犯罪などが起きないこと

不審者の発生がないこと

ニセ電話詐欺や迷惑電話がないこと

不良外国人などによる犯罪が起きない

暴走族、不良少年らによる犯罪、迷惑行為が起きない

管理不全な空き家、景観を害する工作物の改善

犯罪発生状況、交通事故発生状況などの情報

198
103

212
80

34
86

68
70

60
61

38
21

39
20

○地域が安全・安心と思うための
必要な要件は何かについては、開
始初期、終了前とも「街頭防犯カ
メラ、防犯灯などの防犯設備の充
実」が最も多い。
「地域住民の自主防犯活動」は、
開始初期より終了前が微増してい
る。

事業開始初期 事業終了前

事業開始初期 事業終了前

事業開始初期 事業終了前

事業開始初期 複数回答 事業終了前 複数回答

回答
345人 回答

376人

回答
378人

回答
343人

回答
375人

H29年〜R4,9の選定期間の年
平均認知数とR5年以降の認知
数は、牛久市・つくば市以外減
少している。牛久市認知で
R5,4以降の11件は同一被疑者
の犯行で検挙済（未検挙の3件
は事業開始前のR5,3月迄）、
つくば市はR5,3月迄の認知が2
件。

住宅侵入窃盗選定期間年平均
とR5~7年平均認知件数6地区

住宅侵入窃盗選定期間年平均認知件数と開始後の認知件数
２ 住宅侵入窃盗認知件数の推移

約40％
減少
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H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8.2

ヤード数 415 422 429 443 463 494 507 510 523 532

立入件数 388 670 728 549 536 384 392 254 242 24

行政処分数 4 17 10 1 1 0 1 0 15 2

摘発ヤード数 20 18 10 3 9 4 4 2 9 1

0

5

10

15

20

25

0
100
200
300
400
500
600
700
800 ヤード数 立入件数

行政処分数 摘発ヤード数

R2 R3 R4 R5 R6 R7

茨城 1,337 1,227 1,632 2,889 3,628 1,766

全国 5,478 7,534 10,368 16,276 20,701 15,710

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000
茨城
全国

ヤード対策の推進について

資 料

令 和 ８ 年 ３ 月
生 活 安 全 部

２ 金属盗対策

（
ヤ
ー
ド
・
立
入
数
）

（
行
政
処
分
・
摘
発
）

R2 R3 R4 R5 R6 R7

茨城 821 633 587 615 567 540

全国 5,210 5,182 5,734 5,762 6,080 6,388

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

0

200

400

600

800

1,000
R8.2 前年比

全国 2455 59

富山 222 216

茨城 219 -134

愛知 208 36

千葉 194 37

栃木 168 17

R8.2 前年比

全国 697 -424

埼玉 95 -32

愛知 90 -93

千葉 77 -26

茨城 58 -63

大阪 53 -39

都道府県別 都道府県別

（県内） （全国）

（1）自動車盗の認知件数 （1）金属盗の認知件数

（全国）（県内）

○ 申請件数

○ 立入件数

○ 行政処分数
32件

○ 許可件数

県内4.8％減
全国5.1％増

県内51.3％減
全国24.1％減

３ 今後のヤード対策

（2）特定金属類取扱業に対する取組状況 (R7.4-R8.2)
（2）自動車関連ヤードに対する取組状況

１ 自動車盗対策

(1) ヤード警戒員の運用

ヤード警戒員を新たに10名導入し、ヤードの実態解明や立入検査等を強化

（執行済）

R7.2 R8.2

茨城 121 58

全国 1,121 697

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

50

100

150

前年同期比

県内52％減
全国37.8％減

（県内） （全国）

R7.2 R8.2

茨城 353 219

全国 2,396 2,455

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

200

400

前年同期比

県内38.0％減
全国2.5％増

（県内） （全国）

H29⇒R8.2
県内ヤード数
28.2％増

ヤード警戒員

・会計年度任用職員
・警察官ＯＢ
・原則２名１組で活動

(2) 茨城県特定金属類取扱業に関する条例の一部改正

対象事業者

特定金属類取扱業者

７８８業者

改正の概要

（R8.2末）

新法 現行条例 改正条例

対象金属
（副産物以外）

銅
アルミニウム
鉄
銅

アルミニウム
鉄

許可基準
14項目
（暴力団員）

３項目追加
　①暴力団員やそれに準ずる者
　②暴力的要求行為の依頼者
　③住居不定

変更届出
提出期限

規則で定める
（規則未定）

30日以内 規則で定める

みなし規定
（新規）

なし
　法の変更届出の提出を、条例の変更
届出とみなす

本人確認義務
除外規定

　過去に取引があり、口
座振込で支払

少額取引
（200円未満）

　過去に取引があり、口座振込で支払を
追加

本人確認記録
作成時期

本人確認後、直ちに 金属の受取の都度 本人確認後、直ちに

本人確認記録
保存の起点
（３年間）

買受けの行われた日 作成の日 買受けの行われた日

取引記録
作成時期

買受後、直ちに
金属の受取・引渡しの都
度

買受後、直ちに

取引記録
保存の起点
（３年間）

買受けの行われた日 作成の日 買受けの行われた日

R7.4 5 6 7 8 9 10 11 12 R8.1 ２ 計

208 106 75 85 84 171 31 14 15 11 10 810

R7.4 5 6 7 8 9 10 11 12 R8.1 2 計
0 143 137 78 80 69 120 122 16 12 11 788

R7.4 5 6 7 8 9 10 11 12 R8.1 2 計
8 20 55 26 24 20 19 14 ４ 13 13 216

行政処分 許可取消し 営業停止 指示処分 計

特金条例 1 0 15 16

古物営業法 2 1 13 16

自動車関連ヤード

５３２か所
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県民が期待するパトロール活動の推進について

令 和 ８ 年 ３ 月
地 域 部

１ 県民が期待するパトロール

Ｑ 前問で選択したうち、警察に最も力を入れて
取り組んでほしいことは何ですか

(1) 令和７年度ネットリサーチ結果

Ｑ 毎日の生活の中で犯罪や交通
事故に遭う不安を感じますか

(2) 警察活動を通じた住民のニーズの把握

24.9

19.2

8.5

7.9

9.7

(22)

(19.4)

(10.5)

(9)

(6.9)

0 15 30

地域のパトロールの強化

空き巣、自動車盗など窃盗
犯罪の取締り

外国人による犯罪の取締り

暴走族の取締り

交通事故の防止

※ の数値は
令和６年度の結果

○ 巡回連絡や交番・駐在所連絡協議会による住民の意見要望の聞き取り

○ 不審者情報やトラブル等の各種相談の受理

○ 住宅侵入窃盗や街頭犯罪等の被害者の声

２ 安心感を高めるためのパトロール活動の推進

70.0 69.2 69.8

30.0 30.8 30.2

R 5 R 6 R 7

感じる 感じない

(1) 制服警察官の頼もしい姿を「見せる」パトロール活動

（上位５項目を抜粋）

(2) パトロールカードを活用した「知らせる」パトロール活動

○ 昼間の不在世帯や深夜の家庭・事業所へ配布し、
パトロールしていることを知らせる

○ 犯罪や事故の被害防止対策をはじめとする情報発信
【住民の反響】
自宅の物置から盗難被害に遭った。来てくれた警察官が
「パトロールする。」といってくれた。その後、深夜に何
度もパトロールカードが投函されていた。大変ありがたく
感じている。（R7.11.18_県民からの電話）

「夜遅くにインターホンが鳴った。恐怖で出ることが出来
ず、翌朝、警察署に電話した。次の日、ポストに黄色い紙
が入っていた。パトロールに訪れたことを伝えるカード
だった。ペンで書かれた文字がとても温かく、力強く感じ
た。」（R8.1.22付け_茨城新聞_「県民の声」より抜粋）

【巡回連絡】 【交番・駐在所連絡協議会】

把握した地域住民の意見要望等をパトロール活動に反映

単位︓％単位︓％

不審者に対する
積極的な職務質問

事件事故の発生状況を
踏まえたパトロール

駅や繁華街における立哨

夜間におけるパトロール

学校付近や通学路に
おける警戒

列車に乗車して行う
パトロール
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（警察本部） 令和７年度県出資法人等経営評価結果 （令和６年度決算ベース）

法　　人　　名

＜評 価 区 分＞

所　　管　　課

基本財産 県出資額 県出資比率

804,311千円 300,000千円 37.3％

前期正味
財産増減額

当期正味
財産増減額

正味財産
期末残高

△12,199千円 △11,048千円 826,314千円

＜概ね良好＞ 資産 負債 正味財産

組織犯罪対策第一課 826,758千円 444千円 826,314千円

法人の業務は、不当要求防止責任者講習の実施
と暴力団に関する相談が中心となる。

同講習については、受講対象となる選任事業所
の拡大を図るとともに、具体的事例を交えた実践
的な講習を実施するよう指導していく。

受講環境についても集合講習に加え、オンライ
ンによる講習を導入しており、引き続き受講者が
受講しやすい環境を整えるよう指導していく。

暴力団に関する相談については、警察及び弁護
士との確実な連携により、早期に問題解決を図る
よう指導していく。

暴力団排除活動については、各種業務の機会を
捉えて同活動への積極的な支援を行い、県民に
とって最も身近な存在となるように、より効果的
な広報活動を展開する。

法人の活動については、３期赤字計上であるこ
とから、新たな賛助会員を募集するなど、黒字に
向けた取組を強化し、より財政基盤の充実を図る
よう指導していく。

左 に 係 る 対 応

法人は、暴力団員からの不当要求等について県
民からの相談に応じ、関係機関と連携して問題解
決に努めているほか、不当要求防止責任者講習会
の開催などを通じ、暴力団排除活動に取り組んで
いる。

引き続き、安全で安心できる地域社会の実現に
向けて、関係機関と連携し、より効果的な事業を
展開するとともに、デジタル技術を活用するなど
して法人活動のＰＲを積極的に行い、幅広い暴力
団排除活動に努められたい。

また、令和６年度の当期経常増減額は△１９８
千円(前期比１４９千円減)となり、３期連続赤字
となっている。法人の活動費は、基本財産の運用
益と賛助会員の会費等により賄われており、事業
を継続するためには、経費の削減に努めるととも
に、新たな賛助会員や寄付金の募集、助成金の獲
得などにより、財政基盤の強化を図られたい。

番
号

決　算　状　況　等 総 合 的 所 見 等

2

(公財)茨城県暴力
追放推進センター

出
資

決
算

資
産
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暴力団及び匿名・流動型犯罪グループのイメージ図 広報啓発資料

匿名・流動型犯罪グループに対する警察の取組

令 和 ８ 年 ３ 月

２ 現状の課題

３ 対策強化に向けた取組

１ 匿名・流動型犯罪グループの情勢

○ 実態解明及び取締りの困難性

(3) 多様な資金獲得活動とその収益の還流

(2) 中核的人物の匿名化と犯罪実行者の流動化

(1) いわゆる「闇バイト」対策

(3) 犯罪収益対策

○ 組織犯罪対策統括官を司令塔とした部門間横断的な取締り
○ 匿流ターゲット取締りチーム（Ｔ３）との連携
○ 特殊詐欺連合捜査班（ＴＡＩＴ）との連携○ 匿名性の高い通信手段を使用して実行犯へ指示

○ 各種犯罪により得た収益を吸い上げる中核部分は匿名化
○ 末端被疑者は、検挙されても新たな者が募集されるなど流動化

特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺、組織的な強盗や窃盗、違法な
スカウト行為、悪質なリフォーム業、薬物密売等の様々な犯罪を実行し、
その収益を有力な資金源としているほか、犯罪によって獲得した資金を風
俗営業等の新たな資金獲得活動に充てるなど、その収益を還流させながら、
組織の中核部分が利益を得ている

○ マネー・ローンダリング事犯に対する組織的犯罪処罰法の適用
○ 犯罪収益等の剥奪（没収・追徴、罰金刑の獲得を見据えた捜査）
○ 犯行ツール対策（預貯金口座、電話等）

＜県内の主な検挙事件＞
◎ 匿流Ｇと見られる組織的な窃盗事件の検挙【R7.7】
◎ 土浦市桜町二丁目地内における違法風俗店等の検挙【R7.10】
◎ カンボジア王国を架け場とするオレオレ詐欺上位被疑者の検挙【R7.11】

・ 組織構造や内部統制、資金の流れ等の実態解明が困難
・ 海外を拠点とするなど中核部分を秘匿化

(1) 匿名・流動型犯罪グループの台頭
暴力団とは異なりＳＮＳを通じるなどした緩やかな結びつきで離合集散を

繰り返す犯罪グループが、特殊詐欺をはじめ、各種犯罪を敢行し治安対策上
の脅威となっている

→このような犯罪グループを「匿名・流動型犯罪グループ」と位置付け、
部門間の垣根を越えた専従体制を構築

○ 有害な労働募集情報の収集、排除、取締り
○ 青少年を犯罪に加担させない教育、保護対策
○ 関係機関と連携した広報啓発活動

(2) 部門横断的な体制の構築

○ 中核的人物の摘発

○ いわゆる「闇バイト」問題
・ＳＮＳ等において「高額バイト」等の表現で犯罪実行者を募集

・ 中核部分は匿名化され、末端被疑者は、言わば「使い捨て」の形でＳＮＳ
等で募集→中核的人物が犯罪収益を吸い上げている

刑 事 部
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可搬式速度違反自動取締装置の増強による速度違反取締りの強化について

令 和 ８ 年 ３ 月

１ 可搬式速度違反自動取締装置の運用状況等

交 通 部

２ 今後の運用方針等

自転車に対する交通反則通告制度の導入について
１ 制度の概要等

２ 県民に対する周知の徹底

(1) 導入の目的

(2) 制度の対象となる違反行為・反則金の額の一例

(3) 指導取締りの基本方針

(1) 効果的な情報発信

(2) 関係機関・団体との連携した広報啓発

【交通反則通告制度とは】
信号無視などの反則行為として規定される違反をしたとき、

警察官からいわゆる｢青切符｣が交付され、手続に従って一定期
間内に反則金を納付すれば、刑事手続に移行しないで事件が終
結する制度

【青切符】

○ 基本的に「指導警告」を実施
○ 交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙

○ ながらスマホ（携帯電話使用等） →   反則金 12,000円
○ 信号無視 →   反則金 6,000円
○ 歩道徐行等義務違反 →   反則金 3,000円

反則金の額は、原動機付自転車と同一又は同程度

【啓発チラシ】

○ 自転車販売店等と連携した広報啓発
○ 各季の交通安全運動や自転車月間等を通じた

広報啓発

【高校生への広報啓発】

○ 県警ホームページや公式SNSによる情報発信
○ 回覧板や市町村広報紙等を活用した情報発信
○ イベントやキャンペーンでの情報発信

指導取締りの基本的な考え方は、制度の導入後も変更はない

違反の迅速な処理と責任追及による交通事故の抑止

×

(1) 運用回数の推移 ※ R2.12〜運用開始

【通学路における取締り】

(2) 期待される効果

【幅員5.5メートル未満道路における交通事故】

○ 通行車両の速度抑制効果

※ 実勢速度＝85パーセンタイル速度(ある区間を走行する車両の速度を低い順から並べた場合、全体の85％が含まれる速度の値)

○ 児童・生徒等の安全確保に向けて、追加配備２台を含む計４台を最大限
活用した効果的な取締り

○ 交通安全意識の高揚に向け、取締状況等の積極的な情報発信

○ 運用回数は年々増加

速度抑制による重大事故等の抑止が期待

令和３年及び令和７年に県内の通学路で効果検証を実施したところ、
実勢速度と平均速度の低下が認められた

○ 交通事故の未然防止及び交通事故発生の被害軽減効果

【登下校中の小学生が負傷する交通事故】

【生活道路における取締り】

(3) 交通安全講話等による周知の推進
○ 学校や企業等における交通安全講話による周知
○ 県内全高等学校への啓発チラシの送付
○ 学校から生徒・保護者への周知

通学路・生活道路等における計画的な取締り、交通事故発生時の緊急取締り

(3) 交通事故の減少
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2 技術情報等の流出防止に向けた取組

(1) サイバー攻撃をめぐる情勢

１ サイバー攻撃対策

サイバー攻撃対策・技術情報等の流出防止に向けた取組

令 和 ８ 年 ３ 月
警 備 部

(2) 各種対策

(1) 技術流出をめぐる情勢

(2) 各種対策

○ 本県には、先端技術に関する情報を保有する企業や研究機関が多数存在し、
技術情報等の中には軍事転用可能なものも存在

○ 外国からのサイバー攻撃、スパイ工作、経済・学術活動を通じて企業や研究機関の技術
が狙われ、実際に技術情報が流出した事例も確認
【例】通信関連会社従業員がロシアの情報機関員とみられる者に営業秘密を漏えい

外国政府機関職員が先端技術を有する企業の複数の職員に声掛け・接近

○ 重要インフラ事業者等に対するサイバー攻撃が発生
【例】DDos攻撃による政府機関、自治体、民間企業等のウェブサイトの閲覧障害

民間事業者や研究開発機関等に対する情報窃取を目的とした不正アクセス

○ 国家を背景に持つサイバー攻撃の存在を確認
【例】北朝鮮を背景とするグループによる暗号資産関係事業者を標的とした攻撃

中国を背景とするグループによる軍事関連企業、先端技術保有企業等の情報窃取
を目的とした攻撃

○ サイバー攻撃の捜査・実態解明の推進
○ 官民一体となった対策の推進

・ 官民連携の枠組みの構築（※）
・ 脅威情報の提供や助言
・ 共同対処訓練等の実施
・ 有識者の講演による危機意識の醸成

（※）茨城県サイバーテロ対策協議会
総会(R7.6)

○ 産業スパイ事案やサイバー事案の実態解明・取締りの強化
○ 企業や研究機関に対する「アウトリーチ活動（※）」の強化

※ 警察から、技術情報等の獲得に向けた外国からの働き掛けの手口やその対策に資する情報を
提供する活動

パンフレット
「技術流出の防止」

筑波研究学園都市交流協議会総会
における講演（R7.7）

パンフレット
「技術流出の防止に向けて」
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